
厚生労働省では、令和４年度から、「SAFE（Safer Action for Employees=従業員にとってよ
り安全な行動）」を旗印に、労働災害防止に向けた機運の醸成や、企業・労働者のみならず、顧客や
サービス利用者等のステークホルダーの行動変容のため、従業員の幸せのための安全アクションであ
る『SAFEコンソーシアム』を組織し、本趣旨に賛同いただいた全ての企業・団体等の皆様と共に、社会
全体として安全で安心して働ける職場づくりのプライオリティを上げ、加盟者が互いの知恵を共有し
ながら進めていく取組を始めています。
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資料１

特に、近年、全国的にも小売業、社会福祉施設などにおいて「転倒」や腰痛等の「動
作の反動・無理な動作」など、労働者の作業行動に起因する労働災害（いわゆる「行動
災害」）の増加が続いていることから、地域社会も巻き込んで安全衛生の取組を進める
機運を醸成し、外部の専門家の参画も得て、効果的な対策を進めていくため、都道府
県労働局ごとに「小売業」と「介護施設」における協議会を設置・運営しています。
京都労働局でも、令和４年12月８日に、管内での波及効果が期待されるリーディン

グカンパニー、関係団体等を構成員とした「京都府小売業プラスセーフ（＋SAFE）協議
会」、「京都府社会福祉施設（介護施設）プラスセーフ（＋SAFE）協議会」を設置し、行動
災害防止に向けた取組や情報発信を行っています。
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